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日立市基準型介護サービス事業実施要綱  

（趣旨）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、 介 護 保 険 法 （ 平 成 ９ 年 法 律 第 １ ２ ３ 号 。 以 下

「法」という。）及び介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３

６号。以下「省令」という。）に定めるもののほか、基準型訪問介護

サービス及び基準型通所介護サービス（以下「基準型介護サービス」

という。）の事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。  

（定義） 

第２条  この要綱における用語の意義は、法、省令、介護予防・日常生

活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針（平成２７年

厚生労働省告示第１９６号）及び地域支援事業実施要綱（平成１８年

６月９日老発第０６０９００１号厚生労働省老健局長通知「地域支援

事業の実施について」）に定めるもののほか、次に定めるところによ

る。  

 (1)  基準型訪問介護サービス   第１号訪問事業のうち、地域におけ

る医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等

に関する法律（平成２６年法律第８３号。以下「医療介護総合確保

推進法」という。）第５条による改正前の法第８条の２第２項の介

護予防訪問介護に相当するサービスをいう。  

 (2)  基準型通所介護サービス   第１号通所事業のうち、医療介護総

合確保推進法第５条による改正前の法第８条の２第７項の介護予防

通所介護に相当するサービスをいう。  

（事業の対象者）  
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第３条  基準型介護サービスの事業の対象となる者は、本市に住所を有

する次の各号のいずれかに該当する者であって、当該サービスを提

供する必要があると市長が認める者（以下「居宅要支援被保険者

等」という。）とする。  

 (1)  居宅要支援被保険者（本市が行う介護保険の住所地特例適用被保

険者を除き、本市の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等

をしている住所地特例適用居宅要支援被保険者を含む。法第１１５

条の４５第３項第３号及び第１１５条の４９を除く。以下同じ。）

であって、地域包括支援センターの介護予防ケアマネジメントを受

けた者  

 (2)  厚生労働省令告示第９７号に定める基本チェックリストの質問項

目に対する回答の結果に基づき、介護予防・日常生活支援サービス

事業（以下「サービス事業」という。）の対象者に該当し、地域包

括支援センターの介護予防ケアマネジメントを受けた者（以下「事

業対象者」という。）  

（事業の内容）  

第４条  基準型介護サービスの事業の内容は、次に掲げるとおりとす

る。  

 (1)  基準型訪問介護サービス  

   居宅要支援被保険者等の介護予防を目的として、当該居宅要支援

被保険者等の居宅において、訪問介護員等により、介護予防ケアマ

ネジメント（第１号介護予防支援事業として実施するもの。以下同

じ。）で定めた期間にわたり入浴、排せつ、食事等の介護その他の
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日常生活の支援を行うもの。  

 (2)  基準型通所介護サービス  

   居宅要支援被保険者等の介護予防を目的として、老人デイサービ

スセンター等において、介護予防ケアマネジメントで定めた期間に

わたり入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活の支援及び機

能訓練を行うもの。  

（基準型介護サービスの費用等）  

第５条  基準型介護サービスに要する費用の額の算定に関する基準は、

別に定める。  

（基準型介護サービス費に係る支給限度額）  

第６条  基準型介護サービス費の支給限度額は、法第５５条第１項の規

定を準用する。  

２  事 業 対 象 者 に 適 用 す る 場 合 に お い て 、 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費 区 分 支

給 限 度 基 準 額 に 相 当 す る 単 位 数 は 、 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 費 等 区 分 支 給

限 度 基 準 額 及 び 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費 等 区 分 支 給 限 度 基 準 額 （ 平 成 １

２ 年 厚 生 省 告 示 第 ３ ３ 号 ） 第 ２ 号 に 規 定 す る 要 支 援 １ の 単 位 数 と す

る。  

３  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 利 用 者 の 状 態 （ 退 院 直 後 等 で 集 中 的 に

サ ー ビ ス を 利 用 す る こ と が 自 立 支 援 に つ な が る と 考 え ら れ る よ う な

場 合 等 を い う 。 ） に よ り 、 市 長 が 必 要 と 認 め た 場 合 は 、 事 業 対 象 者

の サ ー ビ ス 事 業 支 給 費 の 支 給 限 度 額 は 、 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 費 等 区 分

支 給 限 度 基 準 額 及 び 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費 等 区 分 支 給 限 度 基 準 額 （ 平

成 １ ２ 年 厚 生 省 告 示 第 ３ ３ 号 ） 第 ２ 号 に 規 定 す る 要 支 援 ２ の 単 位 数



4 

 

とする。  

４  居 宅 要 支 援 被 保 険 者 が サ ー ビ ス 事 業 を 利 用 す る 場 合 に は 、 引 き 続

き 予 防 給 付 に 係 る サ ー ビ ス を 利 用 し つ つ 、 サ ー ビ ス 事 業 の サ ー ビ ス

を 利 用 す る こ と が 想 定 さ れ る た め 、 予 防 給 付 の 支 給 限 度 額 の 範 囲 内

で予防給付とサービス事業を一体的に給付管理する。  

（基準型介護サービス費の支給）  

第７条  市長は、居宅要支援被保険者等が、基準型介護サービスの事業

を利用したときは、当該居宅要支援被保険者等が指定事業者（市長か

ら基準型介護サービスを実施する事業者として指定を受けた事業者を

いう。以下同じ。）に対して支払うべき当該サービスに要した費用に

ついて、当該居宅要支援被保険者等に対し支給すべき額の限度におい

て、当該指定事業者に基準型介護サービス費を支給する。  

２  基準型介護サービス費の額は、第５条の基準により算定した費用の

額（当該額が現に基準型介護サービスに要した費用の額を超えるとき

は、当該現に基準型介護サービスに要した費用の額。以下同じ。）の

１００分の９０に相当する額とする。  

３  第１号被保険者であって介護保険法施行令（平成１０年政令第４１

２号  以下「政令」という。）で定めるところにより算定した所得の

額が政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等が受ける基準型

介護サービス費について前項の規定を適用する場合においては、同項

中「１００分の９０」とあるのは「１００分の８０」とする。  

４  第１号被保険者であって政令で定めるところにより算定した所得の

額が政令で定める額を超える政令で定める額以上である居宅要支援被
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保険者等が受ける基準型介護サービス費について第２項の規定を適用

する場合においては、同項中「１００分の９０」とあるのは「１００

分の７０」とする。  

５  市長は、指定事業者から基準型介護サービス費の請求があったとき

は、第５条の基準により審査の上、当該指定事業者に当該基準介護サ

ービス費を支給するものとする。  

６  市長は、前項の審査及び支給に関する事務を国民健康保険団体連合

会に委託する。  

（利用者負担額）  

第８条  基準型介護サービスの利用者が負担する額（以下「利用者負担

額」という。）は、第５条の基準により算定した額の１００分の１０

に相当する額とする。  

２  第１号被保険者であって政令で定めるところにより算定した所得の

額が政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等が受ける基準型

介護サービス費について前項の規定を適用する場合においては、同項

中「１００分の１０」とあるのは「１００分の２０」とする。  

３  第１号被保険者であって政令で定めるところにより算定した所得の

額が政令で定める額を超える政令で定める額以上である居宅要支援被

保険者等が受ける基準型介護サービス費について前項の規定を適用す

る場合においては、同項中「１００分の１０」とあるのは「１００分

の３０」とする。  

（高額介護予防・生活支援サービス費の支給）  

第９条  市長は、利用者負担額が著しく高額であるときは、居宅要支援
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被保険者等に対し、法第６１条に規定する高額介護予防サービス費に

相 当 す る 費 用 （ 以 下 「 高 額 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 費 」 と い

う。）を支給する。  

２  前 項 の 支 給 を 受 け よ う と す る 居 宅 要 支 援 被 保 険 者 等 は 、 市 長 に 対

し、高額介護予防・生活支援サービス費支給申請書（様式第１号）を

提出しなければならない。  

３  市長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかにその可否を

決定し、高額介護予防・生活支援サービス費支給（不支給）決定通知

書（様式第２号）により当該居宅要支援被保険者等に通知するものと

する。  

（高額医療合算介護予防・生活支援サービス費の支給）  

第１０条  市長は、利用者負担額と医療保険の自己負担額を合算した額

が著しく高額であるときは、居宅要支援被保険者等に対し、法第６１

条 の ２ に 規 定 す る 高 額 医 療 合 算 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費 に 相 当 す る 費 用

（以下「高額医療合算介護予防・生活支援サービス費」という。）を

支給する。  

２  前 項 の 支 給 を 受 け よ う と す る 居 宅 要 支 援 被 保 険 者 等 は 、 市 長 に 対

し、省令第８３条４の４第１項で定める事項を記載した申請書（高額

介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書（様式第

３号））を提出しなければならない。  

３  市長は、前項の申請書の提出があったときは、その可否を決定し、

高額医療合算介護予防・生活支援サービス費支給（不支給）決定通知

書（様式第４号）により当該居宅要支援被保険者等に通知するものと
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する。  

（その他）  

第１１条  この要綱に定めるもののほか、基準型介護サービスの事業の

実施に関し必要な事項は、別に定める。  

   附  則  

  この要綱は、平成２７年４月１日から適用する。ただし、第７条第

項３及び第８条第２項の規定は、平成２７年８月１日から適用する。  

   附  則  

（施行期日）  

１  改正後の日立市基準型介護サービス事業実施要綱（以下「新要綱」

という。）の規定は、平成３０年８月１日から施行する。  

（適用区分）  

２  新要綱第７条の４及び第８条の３の規定は、平成３０年８月１日以

後に行われる基準型介護サービス費の支給について適用し、同日前に

行われた基準型介護サービス費の支給については、なお従前の例によ

る。  
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様式第１号（第９条関係）  

 

高額介護予防・生活支援サービス費支給申請書  

 

  

フ リ ガ ナ   保 険 者 番 号  

被 保 険 者 氏 名  
 

 
被 保 険 者 番 号  

 

 

生 年 月 日 年   月   日  性    別   

住     所  

〒  

 

 

電 話 番 号     （   ）      

 

同 一 世 帯 の  

介 護 保 険 の  

被 保 険 者 

氏    名  生 年 月 日  性  別  
被 保 険 者 番 号  

(介護保険の被保険者の場合) 

 明 ・ 大 ・ 昭  ・  ・  男 ・ 女   

 明 ・ 大 ・ 昭  ・  ・  男 ・ 女   

 明 ・ 大 ・ 昭  ・  ・  男 ・ 女   

平 成   年   月   日  

 

日 立 市 長        殿  

 

上記のとおり関係書類を添えて高額介護予防・生活支援サービス費の支給を申請します。 

 

住  所  

 

申 請 者                   電 話 番 号   （    ）  

氏  名            ㊞  
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様式第２号（第９条関係）  

 

高額介護予防・生活支援サービス費支給（不支給）決定通知書  

 

  

平 成   年   月   日  

     

 様  

      日 立 市 長          印  

 

 

先 に 申 請 の あ り ま し た 給 付 費 に つ い て は 、 下 記 の と お り 決 定 し ま し た の で 通 知 し

ま す 。  

 

被 保 険 者 氏 名   被 保 険 者 番 号   

 

受 付 年 月 日  年   月   日  決 定 年 月 日    年  月  日  

本 人 支 払 額  円  

 

支   給  □ す る  □ し な い  支 給 金 額            円  

不 支 給 ・ 減 額  

の 理 由  

 

 

 

（ 教 示 ）  

こ の 決 定 に 不 服 が あ る 場 合 に は 、 こ の 決 定 が あ っ た こ と を 知 っ た 日 の 翌 日 か ら

起 算 し て 3 月 以 内 に 、 日 立 市 長 に 対 し 審 査 請 求 を す る こ と が で き ま す (な お 、 こ の

決 定 が あ っ た こ と を 知 っ た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て 3 月 以 内 で あ っ て も 、 こ の 決 定

の 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て 1 年 を 経 過 す る と 審 査 請 求 を す る こ と が で き な く な り ま

す 。 )。  

ま た 、 こ の 決 定 の 取 消 し を 求 め る 訴 え は 、 こ の 決 定 が あ っ た こ と を 知 っ た 日 の

翌 日 か ら 起 算 し て 6 月 以 内 (こ の 決 定 が あ っ た こ と を 知 っ た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て

3 月 以 内 に 審 査 請 求 を し た 場 合 に あ っ て は 、 そ の 審 査 請 求 に 対 す る 裁 決 が あ っ た

こ と を 知 っ た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て 6 月 以 内 )に 、 日 立 市 を 被 告 (訴 訟 に お い て 日

立 市 を 代 表 す る 者 は 日 立 市 長 と な り ま す 。 )と し て 、 提 起 す る こ と が で き ま す (な

お 、 こ の 決 定 が あ っ た こ と を 知 っ た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て 6 月 以 内 で あ っ て も 、

こ の 決 定 の 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て 1 年 を 経 過 す る と 処 分 の 取 消 し の 訴 え を 提 起 す

る こ と が で き な く な り ま す 。 )。   
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様式第３号（第１０条関係） 
 

高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書 

 

 
年度   申 請 区 分 １ 新規 ２ 変更 ３取下げ （保険者等記入欄） 支給申請書整理番

号 
 

   
フ リ ガ ナ  

生 年 月 日 年    月    日 生 性別 

 個 人 番 号  

氏 名   計算期間の始期及び終期  

国民健康保険資格情報 

保険者番号 被保険者証記号 被保険者証番号 続柄 保険者名称 加入期間 

   
1 世 帯 主 
２ 擬 制 世 帯 主 
３  世 帯 員 

  年  月  日から   年  月  日まで 

後期高齢者医療資格情報 

保険者番号 被保険者番号 広域連合名称 加入期間 

    年  月  日から   年  月  日まで 

介護保険資格情報 

保険者番号 被保険者番号 保険者名称 加入期間 

    年  月  日から   年  月  日まで 

支給方法 口座管
理番号 振 込 口

座 記 入

欄 

銀行 

信用金庫 

信用組合 

金融機関 

コード 本店 

支店 

出張所 

店舗コー

ド 
種目 口座番号 フ リ ガ ナ  振込先口座 

管理番号 

１窓口払い 

２口座振込 

       １普通預金 
２当座預金 
９ その他 

       口 座 名 義

人 
 

 

１                

保 険 者

加 入 歴 

 保険者名 加入期間 添付の自己負担額証明書整理番号 

備 考 欄 

 

１  年     月     日から 
年     月     日まで   

２  年     月     日から 
年     月     日まで   

３  年     月     日から 
年     月     日まで   

 

  日立市長 殿 

① 上記対象者について、高額介護合算療養費（高額医療合算介護（予防）サービス費）の支給を申請します。 

② 上記対象者について、自己負担額証明書の交付を申請します。 

※自己負担額証明書の交付申請を行う場合、①・②のいずれも丸で囲んでください。 
 高額介護合算療養費（高額医療合算介護（予防）サービス費）の支給申請を行う場合、①のみを丸で囲んでください。 

年  月  日                     

 

 

郵便番号        住所              

申請代表者                       

氏名                       ○印  

電話番号                        

 

  枚中  枚目 
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様式第４号（第１０条関係） 

 

高額医療合算介護予防・生活支援サービス費支給（不支給）決定通知書 

年  月  日 

様  

日立市長           印 

 

 先に申請のありました高額医療合算介護予防・生活支援サービス費支給について、下記のとおり決定しま

したので通知します。 

被 保 険 者 氏 名   被保険者証記号  被保険者（証）番号  

計 算 対 象 期 間                 年     月  ～         年     月 

申 請 年 月 日   年   月   日  決 定 年 月 日    年   月   日 

計算対象期間中の 

自己負担額の合計額 
                円 支 給 額            円 

給 付 の 種 類  

備 考  

支 払 方 法 

＊＊＊ 口座払 

お   持   ち 

いただくもの 

 

振込先 

金 融 機 関  

口 座 種 目  

支  払  場  所  口 座 番 号  

支  払  期  間  口 座 名 義 人  

（教示） 

この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、 

日立市長に対し審査請求をすることができます(なお、この決定があったことを知った日の翌日から起

算して3月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることが

できなくなります。)。 

 また、この決定の取消しを求める訴えは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6月 

以内(この決定があったことを知った日の翌日から起算して 3 月以内に審査請求をした場合にあっては、

その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月以内)に、日立市を被告(訴

訟において日立市を代表する者は日立市長となります。)として、提起することができます(なお、こ

の決定があったことを知った日の翌日から起算して 6 月以内であっても、この決定の日の翌日から起

算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。 
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様式第５号（第１０条関係） 

 

日立市介護保険（総合事業） 自己負担額証明書 

 

下記のとおり証明いたします。 

フ リ ガ ナ  

氏 名  

生 年 月 日  性 別  証 明 対象年 度  

自 己 負 担 額 証 明 書 整 理 番 号  

保 険 者 番 号  被 保 険 者 番 号  

対 象 と な る 計 算 期 間     年   月   日 ～    年   月   日 

計算期間において被保険者であった期間     年   月   日 ～    年   月   日 

サービス提供年月 自己負担額 
うち 70歳～74歳の者に

係る自己負担額 
摘要 

平成  年  月分    

月分    

月分    

月分    

月分    

  月分    

月分    

月分    

月分    

月分    

月分    

月分    

計    

 

     年   月   日 

 

日立市長          印  

 

 


